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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材保持体本体と、
　前記基材保持体本体に設けられた少なくとも一つ以上の窓穴と、
　前記基材保持体の少なくとも一方の前記窓穴が設けられた以外の領域全面に設けられた
粘着層と、
　を具備し、
　前記窓穴に基材を挿入すると共に、前記粘着層が設けられた面に対し少なくとも一方の
面に画像部を有する転写体を前記転写体の前記画像部が前記基材と対向するように積層し
て、前記転写体の画像部と前記基材とを位置決めするための位置決め用基材保持体。
【請求項２】
　加圧により厚みが、小さくなる請求項１に記載の位置決め用基材保持体。
【請求項３】
　前記基材保持体本体が、紙で構成される請求項１に記載の位置決め用基材保持体。
【請求項４】
　前記窓穴に基材が挿入された、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の位置決め用基材
保持体の前記粘着層が設けられた面に対し、少なくとも一方の面に画像部を有する転写体
を前記転写体の前記画像部が前記基材と対向するように積層すると共に位置決めをする位
置決め手段と、
　位置決めされた前記転写体及び前記位置決め用基材保持体を加熱・加圧して、前記基材
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の表面に前記画像部を転写する転写手段と、
　を有することを特徴とする画像記録体の作製装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材保持体、画像記録体の作製装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プラスチックや金属の基材の表面に画像を形成する方法としては、昇華型熱転写
方式のものが知られている（特許文献１参照）。この昇華型熱転写方式は、インクドナー
フィルムに塗布されたインクを第１の加熱部によって中間転写フィルムに転写してインク
像を形成し、この中間転写フィルムに転写されたインク像を第２の加熱部によって受像体
に再転写するようにした方式である。
【０００３】
　一方、電子写真方式により、基材の表面に画像を形成する方式も提案されている。（特
許文献２参照）。この方式ではまず、基体表面に画像受像層を設けた画像形成材料転写フ
ィルムを用いて、既存の電子写真方式の画像形成装置によりこの転写フィルム上に画像を
一旦形成した後、プラスチックシートの如く基材に積層し、熱・圧力でラミネートし、続
いて、画像形成材料転写フィルムを剥離して、画像を基材上に転写させることで、基材に
電子写真画像が形成される。
【０００４】
　また、カード形状の基材に電子写真方式で画像を形成する方法としては、例えば特許文
献３に示されるものがある。この方法は、カード型の凹陥を設けた保持板にカード状の基
材を挿入、接着し、保持板を電子写真方式の画像記録装置に通過させて印刷を行うもので
ある。
【０００５】
【特許文献１】特開平８－０６７０１９号公報
【特許文献２】特開２００５－２２７３７７号公報
【特許文献３】特開平７－０１３４６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、ゴミ付着が抑制されて良品率良く、特定形状の基材表面に画像が形成
される位置決め用基材保持体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題は、以下の手段により解決される。即ち、
　請求項１に係る発明は、
　基材保持体本体と、
　前記基材保持体本体に設けられた少なくとも一つ以上の窓穴と、
　前記基材保持体の少なくとも一方の前記窓穴が設けられた以外の領域全面に設けられた
粘着層と、
　を具備し、
　前記窓穴に基材を挿入すると共に、前記粘着層が設けられた面に対し少なくとも一方の
面に画像部を有する転写体を前記転写体の前記画像部が前記基材と対向するように積層し
て、前記転写体の画像部と前記基材とを位置決めするための位置決め用基材保持体。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、
　加圧により厚みが、小さくなる請求項１に記載の位置決め用基材保持体。
【０００９】
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　請求項３に係る発明は、
　前記基材保持体本体が、紙で構成される請求項１に記載の位置決め用基材保持体。
【００１０】
　請求項４に係る発明は、
　前記窓穴に基材が挿入された、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の位置決め用基材
保持体の前記粘着層が設けられた面に対し、少なくとも一方の面に画像部を有する転写体
を前記転写体の前記画像部が前記基材と対向するように積層すると共に位置決めをする位
置決め手段と、
　位置決めされた前記転写体及び前記位置決め用基材保持体を加熱・加圧して、前記基材
の表面に前記画像部を転写する転写手段と、
　を有することを特徴とする画像記録体の作製装置。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に係る発明によれば、ゴミ付着が抑制されて良品率良く、特定形状の基材表面
に画像が形成される。
　請求項２に係る発明によれば、加圧により厚みが小さくならない場合に比べ、種々の厚
みの基材表面に画像が形成されると共に、ゴミ付着が抑制される。
　請求項３に係る発明によれば、他種の材料により構成された基材保持体本体を採用した
場合に比べ、低コストで基材の保持能を持たせつつ、種々の厚みの基材表面に画像が形成
されると共に、ゴミ付着が抑制される。
　請求項４に係る発明によれば、ゴミ付着が抑制されて良品率良く、表面に画像が形成さ
れた特定形状の基材が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。本発明の実施形態では、画
像記録体の作製装置と共に、画像記録体の作製方法についても説明する。なお、実質的に
同様の機能・作用を有するものには、全図面通して同じ符号を付して説明し、場合によっ
てはその説明を省略することがある。また、下記説明において「直交」「平行」などの方
向を示す言葉は、厳密にその方向を示すわけではなく、作用・機構を実現できればずれて
いても構わない。
【００１３】
　図１は、実施形態に係る画像記録体の作製装置を示す概略構成図である。図２は、実施
形態に係る丁合い装置における丁合い部を示す概略上面図である。図３は、実施形態に係
る丁合い装置における丁合い部を示す概略側面図である。
【００１４】
　実施形態に係る画像記録体の作製装置１０は、図１に示すように、丁合い装置２０（積
層手段）と、転写装置３０（転写手段）と、から構成されている。
【００１５】
　丁合い装置２０は、図２及び図３に示すように、裏面転写フィルム４１（転写体）を収
納・排出する裏面転写フィルム収納部４１Ａと、表面転写フィルム４２（転写体）を収納
・排出する収納・排出する表面転写フィルム収納部４２Ａと、丁合い部５０（位置決め手
段）と、裏面転写フィルム収納部４１Ａから丁合い部５０へ裏面転写フィルム４１を供給
するための搬送路４１Ｂと、表面転写フィルム収納部４２Ａから丁合い部５０へ表面転写
フィルム４２を供給するための搬送路４２Ｂと、を備えて構成されている。
【００１６】
　搬送路４１Ｂ、４２Ｂ、としては、板状部材と、被搬送部材（裏面転写フィルム４１、
表面転写フィルム４２）を搬送させるための搬送ローラとが設けられた構成であってもよ
く、また回転するベルト状の搬送体で構成されていてもよい。そして、被搬送部材が各収
納部から排出されるタイミングで搬送ローラやベルトが回転し、被搬送部材を丁合い部５
０に搬送する。
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【００１７】
　裏面転写フィルム収納部４１Ａには、例えば、少なくとも片面に特定の画像を電子写真
方式のプリンタで印刷した裏面転写フィルム４１が収納されると共に、通常の給紙装置に
備えられた送り出しローラや給紙ローラが備えられ、特定のタイミングで給紙ローラ等が
回転し、丁合い部５０に裏面転写フィルム４１を排出する。
【００１８】
　表面転写フィルム収納部４２Ａには、例えば、少なくとも片面に特定の画像を電子写真
方式のプリンタで印刷した表面転写フィルム４２が収納されると共に、通常の給紙装置に
備えられた送り出しローラや給紙ローラが備えられ、丁合い部５０にカードコア保持ホル
ダー４３が積層された後に給紙ローラ等が回転し、丁合い部５０へ表面転写フィルム４２
を搬送する。
【００１９】
　ここで、表面転写フィルム収納部４２Ａと、裏面転写フィルム収納部４１Ａと、例えば
、重力方向上方側から下方側へこの順で配列されて配設されている。
【００２０】
　丁合い部５０は、図２及び図３に示すように、各収納部から排出された被搬送部材を搬
送されるように、当該被搬送部材を搬送する各搬送路の出口と同じ位置、又は当該出口よ
りも重力方向下方に位置するように、不図示の駆動機構により昇降可能に配置されている
。丁合い部５０は、例えば、図中矢印で表される、転写フィルムの搬送方向に対して、４
辺のうち２辺が直交する長方形の丁合い受け５１と、搬送方向下流側の辺に沿って配置さ
れた基準壁５２と、当該辺と直交する２辺のうちの一方の辺に沿って配置された基準壁５
３と、丁合い受け５１表面を矢印Ａ方向（搬送方向と平行な方向）に不図示の駆動機構に
より移動可能に配置された規制部材５４と、丁合い受け５１表面を矢印Ｂ方向（矢印Ａ方
向と直交する方向）に不図示の駆動機構により移動可能に配置された規制部材５５と、転
写フィルム及びカードコアを保持した保持ホルダーを積層した後の積層体を搬送するため
の搬送ローラ５７と、を備えている。ここで、転写フィルム及びカードコアを保持した保
持ホルダーを積層した後に仮止めするために加圧する加圧部材５６（例えばプレス板）を
さらに設けていてもよい。
【００２１】
　転写装置３０は、図４に示すように、積層体を加熱加圧することで、カードコア４４（
カードコア保持ホルダー４３に保持されたカードコア４４）の表面を転写フィルム（表面
転写フィルム４２、及び裏面転写フィルム４１）でラミネートする装置である。この転写
装置３０は、一対のベルト３１から構成されるベルトニップ方式が採用され、容易にオン
ラインで画像記録体が作製される構成となっている（詳細は後述する）。そして、一対の
ベルト３１排出部には、排出受け７１が設けられている。
【００２２】
　転写装置３０における圧着方法としては、特に限定されるものではなく、従来公知の各
種ラミネート技法、並びにラミネート装置をいずれも好適に採用することができる。例え
ば、前記積層体を熱ローラ対などによるニップ部に挿通させることにより、両者をある程
度熱溶融させ熱融着させる、通常のラミネート技法、並びにラミネート装置、あるいは熱
プレス技法、ならびに熱プレス装置を用いて、圧着させることができる。
【００２３】
　上記本実施形態に係る画像記録体の作製装置では、まず、丁合い装置２０において、裏
面転写フィルム収納部４１Ａから裏面転写フィルム４１が搬送路４１Ｂを経て丁合い受け
５１に搬送され、特定の位置に規制部材５４、５５で位置決めされる（図５（Ａ）参照）
。次いで、予めカードコア４４をセットしたカードコア保持ホルダー４３を、手動（手作
業）により丁合い受け５１へと供給する。供給されたカードコア保持ホルダー４３は、丁
合い受け５１の特定の位置へ規制部材５４、５５により位置決めされる（図５（Ｂ）参照
）。このとき、裏面転写フィルム４１の画像部６１はカードコア保持ホルダー４３の窓穴
４３Ａ（カードコア４４）と一致する位置となっている。次に、表面転写フィルム収納部
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４２Ａから表面転写フィルム４２が搬送路４２Ｂを経て丁合い受け５１に搬送され、特定
の位置に規制部材５４、５５で位置決めされる（図５（Ｃ）参照）。このとき、表面転写
フィルム４２の画像部６１はカードコア保持ホルダー４３の窓穴（カードコア４４）と一
致する位置となっている。
【００２４】
　なお、裏面転写フィルム４１、及び表面転写フィルム４２は、例えば、その画像部６１
を有する面が、カードコア保持ホルダー４３に配設されたカードコア４４と対向するよう
に積層される。また、各部材の搬送方向は、カードコア保持ホルダー４３の短手方向が、
搬送方向と平行になるようにしているが、これに限られるわけではない。
【００２５】
　ここで、図５は、実施形態に係る丁合い装置の丁合い部における積層工程を示す工程図
である。
【００２６】
　ここで、位置決めは、各収納部から搬送路４１Ｂ、４２Ｂを経て及び手動（手作業）に
より、裏面転写フィルム４１とカードコア保持ホルダー４３と表面転写フィルム４２とが
この順で順次丁合い受け５１に重ね合わされるように積層され、積層された積層体Ｐ（図
２中、点線で示される部材）に対して、規制部材５４，５５を押し当てて、基準壁５２，
５３に突き当てることにより実施する。具体的には積層体Ｐの直交する２辺のうちの一辺
（第１の辺）に対して、規制部材５４を押し当て、この状態で規制部材５４を搬送方向の
下流側へ移動させて積層体Ｐの規制部材５４に接する辺と対向する辺を基準壁５２に突き
当てると共に、第１の辺と直交する辺（第２の辺）に対して規制部材５５を押し当て、こ
の状態で規制部材５５を基準壁５３方向（搬送方向と直交方向）に移動させて積層体Ｐの
規制部材５５に接する辺と対向する辺を基準壁５３に突き当てる。
【００２７】
　このように２つの規制部材５４、５５及び２つの基準壁５２、５３を組み合わせて用い
ることにより、積層体ＰのサイズがＡ４やＡ３サイズ等、様々であっても精度よく位置決
めされた丁合いがなされる。
【００２８】
　なお、基準壁５２は、搬送方向に直交する位置に設けられているため、位置決め（丁合
い）が完了し、必要に応じて実施される仮止めが終了した後に、積層体Ｐの搬送を妨げな
いように移動可能なことが必要である。基準壁５２にこの機能を付与するためには、例え
ば、基準壁５２が移動可能であることが望ましい。具体的には、例えば、基準壁５２は、
矢印Ｄ方向（つまり、上下移動）に可動し、図中、点線で示される箇所に移動することで
、積層体Ｐの搬送方向下流側への搬送が可能となる（図３参照）。無論、基準壁５２が搬
送路から退避されれば、これに限られるわけではない。
【００２９】
　次に、裏面転写フィルム４１と、カードコア保持ホルダー４３と、表面転写フィルム４
２との積層体について説明する。ここで、図６は、実施形態に係るカードコア保持ホルダ
ー（転写フィルムとの積層状態）を示す平面図である。図７は、図６のＡ－Ａ断面図であ
り、（Ａ）は非加圧時を示し、（Ｂ）は加圧時を示す。
【００３０】
　図６乃至図７に示すように、カードコア保持ホルダー４３は、例えば板状の保持ホルダ
ー本体４３Ｂ（基材保持体本体：ホルダーの基材）と保持ホルダー本体４３Ｂの両面に形
成された粘着層４３Ｃとで構成されている。
【００３１】
　保持ホルダー本体４３Ｂには、一つ以上の貫通した窓穴４３Ａがあり、この窓穴４３Ａ
にはカードコア４４を挿入される。窓穴４３Ａの形状としては、カードコア４４の形状に
沿ったものであるが、カードコア４４がカードコア保持ホルダー４３から脱落しないよう
に、窓穴４３Ａを構成する壁面をテーパ形状としてもよいし、窓穴４３Ａとカードコア４
４の寸法関係をしまりばめとしてもよい。本実施形態では、カードコア保持ホルダー４３
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には、６つの窓穴４３Ａが、カードコア保持ホルダー４３の長手方向がカードコア４４の
短手方向と平行になる、言い換えればカードコア保持ホルダー４３の短手方向がカードコ
ア４４の長手方向と平行になるように、２個×３個で配列されている。
【００３２】
　保持ホルダー本体４３Ｂは、例えば、紙（例えば、厚紙、段ボール等）、プラスチック
材料、ゴム材料、金属、またはそれらの複合材料などで構成されることがよい。これらの
中でも、カードコア保持ホルダー４３が圧力を付与されたときに厚みが小さくなる点から
、紙が特に好適である。特に、保持ホルダー本体４３Ｂを紙で構成することで、他種の材
料を採用した場合に比べ、低コストで基材の保持能を持たせつつ、種々の厚みの基材表面
に画像が形成されると共に、ゴミ付着が抑制される。
　保持ホルダー本体４３Ｂの厚みは、例えば、４００μｍ以上１０００μｍ以下であるこ
とが望ましく、より望ましくは６００μｍ以上９００μｍ以下であり、さらに望ましくは
６８０μｍ以上８４０μｍ以下である。
【００３３】
　粘着層４３Ｃは、保持ホルダー本体４３Ｂの両面全面（窓穴４３Ａ以外の領域全面）に
設けられている。粘着層４３Ｃは、例えば、アクリル系接着剤、ウレタン系接着剤などで
構成される。
【００３４】
　粘着層４３Ｃの厚みは、例えば、５μｍ以上１００μｍ以下であることが望ましく、よ
り望ましくは１０μｍ以上５０μｍ以下であり、さらに望ましくは２０μｍ以上３０μｍ
以下である。
【００３５】
　粘着層４３Ｃの粘着力は、例えば、５（Ｎ／２５ｍｍ）以上３５０（Ｎ／２５ｍｍ）以
下であることが望ましく、より望ましくは１０（Ｎ／２５ｍｍ）以上３００（Ｎ／２５ｍ
ｍ）以下であり、さらに望ましくは２０以上（Ｎ／２５ｍｍ）２５０以下（Ｎ／２５ｍｍ
）である。この粘着力を上記範囲とすると、効果的に、ゴミ付着が抑制されて良品率良く
、特定形状の基材表面に画像が形成される。
【００３６】
　なお、この粘着層４３Ｃの粘着力は、例えば、構成材料、及びその厚みにより調整され
る。例えば、同一の構成材料で粘着層４３Ｃの厚みを増加させると、粘着力が増加する傾
向にある。
【００３７】
　粘着層４３Ｃの粘着力は、以下に示す方法により測定された値である。すなわち、カー
ドコア保持ホルダーにＰＥＴフィルム（幅２５ｍｍ、厚み２５μｍ）を貼り合せ、ＰＥＴ
フィルムを９０度の方向に引き剥す。この測定された引き剥がし力を粘着力としている。
【００３８】
　上記構成のカードコア保持ホルダー４３は、加圧により厚みが小さくなることが望まし
い。このカードコア保持ホルダー４３が加圧により厚みが小さくなる割合（圧縮率：［非
加圧時の厚み－加圧時の厚み］／非加圧時の厚み×１００）は、カードコア保持ホルダー
４３全体に圧力１Ｎ／ｍｍ２　で加圧した条件下で、５％以上２０％以下であることが望
ましく、より望ましくは１０％以上２０％以下であることがよい。
【００３９】
　そして、カードコア保持ホルダー４３と転写フィルム（裏面転写フィルム４１及び表面
転写フィルム４２）とを積層させて丁合いすると共に、加圧部材５６により加圧すること
で、当該カードコア保持ホルダー４３の粘着層４３Ｃにより転写フィルムが粘着され、位
置決めがなされると共に仮止めがなされる。
【００４０】
　次に、裏面転写フィルム４１、カードコア保持ホルダー４３、表面転写フィルム４２が
位置決め・仮止めされると基準壁５２が図示しない機構により下側へと移動され、裏面転
写フィルム４１、カードコア保持ホルダー４３、表面転写フィルム４２で構成される積層
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体Ｐは搬送ローラ５７により次工程である転写装置３０へと搬送される。
【００４１】
　次に、転写装置３０においては、裏面転写フィルム４１、カードコア保持ホルダー４３
、表面転写フィルム４２で構成される積層体Ｐを、一対のベルト３１のニップ間に通過さ
せて加熱・加圧処理（ラミネート）を行う（転写工程）。具体的には例えば、以下の通り
に加熱・加圧処理（ラミネート）を行う。
【００４２】
　転写装置３０では、図４に示すように、一対のベルト３１から構成されるベルトニップ
方式が採用されている。一対のベルト３１は、それぞれの内部（内周側）にテンションロ
ール３２とインレットロール３５とが積層体搬送方向にこの順で配されている。一対のベ
ルト３１は、テンションロール３２とインレットロール３５とにより張架された状態で、
テンションロール３２がテンションバネ３６により引っ張られることで歪みを生じないよ
うに構成されている。一対のテンションロール３２及び一対のインレットロール３５はぞ
れぞれニップしないように設置されている。これにより、連続稼動によりベルト３１が蛇
行しても稼動させながらベルトを特定の位置に戻る。
【００４３】
　ここで、ベルト３１の材料としては熱変形量の小さい金属材料を用いることが望ましい
が、プラスチック材料でもガラスを混ぜる等の処方により熱変形を小さくした材料を用い
ても構わない。また、ベルト３１が蛇行した際に所定の位置に戻すためになるインレット
ロール３５、テンションロール３２には摩擦係数にして０．３以下となる低摩擦材料（金
属系、プラスチック系等どちらでも可）を用いることが望ましい。
【００４４】
　ベルト３１が蛇行した際に所定の位置に復帰させる方法としては図示しないが、ベルト
３１が所定の位置よりずれないようにストッパーを設置してもよいし、左右に設置したテ
ンションバネ３６のバネ力をコントロールしてベルト３１の蛇行を防止するようにしても
よい。
【００４５】
　また、一対のベルト３１のそれぞれ内部（内周側）には、インレットロール３５とテン
ションロール３２との間に、加熱加圧ロール３４と冷却板３９と冷却ロール３３とが積層
体搬送方向にこの順で配されている。これらは、一対のベルト３１を介して、ニップ部を
形成している。
【００４６】
　転写装置３０では、インレットロール３５の後方に配置された加熱加圧ロール３４とに
より積層体Ｐが加熱加圧される。この工程を経ることによって積層体Ｐは熱融着される。
ここで、一対のインレットロール３５がニップされていないことにより、積層体Ｐは一対
の加熱加圧ロール３４によるニップ部に突入する以前に一対のベルト３１のニップ力と加
熱加圧ロール３４からの予熱により仮ラミネートされながら加熱加圧ロール３４によるニ
ップ部へと搬送される。
【００４７】
　加熱加圧ロール３４によるニップ部は積層体Ｐの接着工程であり、このニップ部を通過
した積層体Ｐは冷却板３９によるニップ部へと突入する。これにより、積層体Ｐは、冷却
板３９によるニップ部により平面性を維持したまま冷却される。この冷却板３９はアルミ
等の熱伝導率の高い材料で構成させており、ベルト３１と接触する面には擦動性を良くす
るためテフロン(登録商標)テープ等が貼られている。また、一対の冷却板３９は、それぞ
れ図示しないがバネ等の弾性部材により所望の荷重でベルト３１内周面に押圧され、ニッ
プ部を形成している。
【００４８】
　ここで、ベルト３１から伝達してくる熱を冷却するため冷却板３９上に、当該冷却板３
９を冷却するための空気流を発生させる冷却ファン３７（空気流発生手段）が設置されて
いる。冷却ファン３７は、一対のベルト３１のそれぞれの内部であって、加熱加圧ロール
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３４の積層体Ｐ搬送方向下流側、即ち加熱加圧ロール３４と冷却ロール３３との間に配さ
れている。冷却ファン３７により発生した空気流を冷却板３９に吹き付けることで、冷却
板３９が冷却される。
【００４９】
　また、冷却ファン３７は、その周囲を冷却板３９と共に箱状部材４６（遮断部材）によ
り囲まれている。これにより、冷却ファン３７から発生した空気流が、冷却板３９以外に
は到達せず、即ち、加熱加圧ロール３４へ到達しない。また、冷却ファン３７を取り囲む
箱状部材４６には外部へと通じるダクト（不図示）が連結されており、外部から空気を取
り込むように構成となっている。
【００５０】
　冷却板３９を通過した積層体Ｐは冷却ロール３３へ突入する。一対の冷却ロール３３に
よるニップ力は冷却板３９によるニップ圧力より高く設定されていると共に、冷却ロール
３３を通過する際に積層体Ｐの温度は光透過性フィルムのガラス転移温度（Ｔｇ）以下と
なるように、転写装置３０（ラミネート装置）の温度プロファイルは設計されているため
、これにより、積層体Ｐは平面性を維持したまま一対の冷却ロール３３によるニップを通
過することとなる。なお、連続稼動によるベルト３１の汚れ等を除去するためクリーニン
グ装置（図示せず）が設置されている。
【００５１】
　次に、転写装置３０を経た（接着工程、冷却工程を経た）積層体Ｐは、平面性を維持し
たままラミネート（加熱・加圧処理）されて、排出受け７１に排出される。これにより、
カードコア４４の両面に画像部が転写・形成される。このカードコア４４をカードコア保
持ホルダー４３から取り外すことで、当該カードコア４４表面に転写フィルムの画像部６
１が転写・形成された画像記録体が得られる。
【００５２】
　ここで、カードコア４４への画像部の転写・形成は、転写フィルム（裏面転写フィルム
４１及び表面転写フィルム４２）から画像部のみを転写させる形態、転写フィルムの画像
保持層ごと画像部を転写させる形態がある。
【００５３】
　以上説明したように、本実施形態に係る画像記録体の作製装置では、例えば、板状の保
持ホルダー本体４３Ｂと保持ホルダー本体４３Ｂの両面に形成された粘着層４３Ｃとで構
成されたカードコア保持ホルダー４３を採用している。カードコア保持ホルダー４３は、
粘着層４３Ｃが保持ホルダー本体４３Ｂの両面全面（窓穴４３Ａ以外の領域全面）に単に
設けることで、当該粘着層４３Ｃにより窓穴４３Ａ以外に積層される転写フィルムがすべ
て粘着される。このため、カードコア４４を転写フィルムとラミネート後にカードコア保
持ホルダー４３から取り外しても、カードコア４４に転写される転写フィルム（画像部又
はその画像保持層）以外は、カードコア保持ホルダー４３の粘着層４３Ｃに粘着されたま
まとなる。つまり、当該粘着層４３Ｃによりゴミの原因となるカードコア４４に積層され
る領域以外の転写フィルム（画像部又はその画像保持層）が粘着され、カードコア４４へ
の移行を抑制する。また、転写フィルムに付着したゴミ等も粘着層４３Ｃにより付着させ
、カードコア４４への移行を抑制する。加えて、カードコア保持ホルダー４３と転写フィ
ルムとの位置決め（即ち、カードコア４４と転写フィルムの画像部との位置決め）する際
も、カードコア保持ホルダー４３の粘着層４３Ｃにより転写フィルムが位置ズレすること
が抑制される。
【００５４】
　したがって、ゴミ付着が抑制されて良品率良く、カードコア４４（特定形状の基材）表
面に画像が形成される。
【００５５】
　また、本実施形態では、カードコア保持ホルダー４３を加圧により厚みが小さくなる構
成（例えば、保持ホルダー本体を紙で構成）することで、加圧により厚みが小さくならな
い場合に比べ、種々の厚みの基材表面に画像が形成されると共に、ゴミ付着が抑制される
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。
【００５６】
　ここで、カードコア保持ホルダー４３の厚みは、カードコア４４の厚みと同じであるこ
とが望ましいが、カードコア保持ホルダー４３を加圧により厚みが変動しない構成である
と、例えば、カードコア保持ホルダー４３の厚みがカードコア４４の厚みよりも厚い場合
（カードコア４４の厚みがカードコア保持ホルダー４３の厚みよりも薄い場合）には、カ
ードコア４４の端辺の部位に転写フィルム（裏面転写フィルム４１及び表面転写フィルム
４２）が接触しない領域（図８（Ａ）中Ｒ１で示す領域、即ち画像が転写されない領域）
が発生することがあり、画像記録体（カードコア４４表面に転写フィルムの画像部６１が
転写・形成された画像記録体）として不良品が得られることがある。
【００５７】
　また、カードコア保持ホルダー４３の厚みがカードコア４４の厚みよりも薄い場合（カ
ードコア４４の厚みがカードコア保持ホルダー４３の厚みよりも厚い場合）には、カード
コア保持ホルダー４３の窓穴４３Ａの縁部に転写フィルム（裏面転写フィルム４１及び表
面転写フィルム４２）が接触しない領域（図８（Ｂ）中Ｒ２で示す領域）が発生すること
があり、この領域の転写フィルムがカードコア４４縁部に付着し後工程で除去しなければ
ならないとった作業工程を複雑にしたり、当該転写フィルムの一部がゴミとなって作業環
境を悪化させることがある。
【００５８】
　一方で、例えばＪＩＳＸ６３０１に記載される識別カードの規格においてはカードコア
４４の厚みは０．７６±０．０８ｍｍと定められており、カードコア４４とカードコア保
持ホルダー４３との厚みを同じとすることが難しい場合があり、この場合には通常はカー
ドコア保持ホルダー４３をカードコア４４の厚みの下限値より薄く構成することで対応す
ることがある。
【００５９】
　そこで、本実施形態では、上記如く、カードコア保持ホルダー４３を加圧により厚みが
小さくなる構成（例えば紙で構成）とすることで、カードコア保持ホルダー４３は、カー
ドコア４４より厚みが厚くても、加圧時（仮止め時、ラミネート時）にカードコア４４と
同じ厚みになり、カードコア４４の端辺の部位に転写フィルムが接触しない領域（図８（
Ａ）中Ｒ１で示す領域、即ち画像が転写されない領域）や、カードコア保持ホルダー４３
の窓穴４３Ａの縁部に転写フィルムが接触しない領域（図８（Ｂ）中Ｒ２で示す領域）の
発生が抑制される（図７（Ｂ）参照）。また、カードコア保持ホルダー４３の両面全面（
窓穴４３Ａを除く両面全面）には粘着層４３Ｃが配設されているので、カードコア４４縁
部（窓穴４３Ａ縁部）に位置した転写フィルムは当該粘着層４３Ｃにより粘着され、ゴミ
として付着することが抑制される。
【００６０】
　なお、本実施形態では、カードコア保持ホルダー４３の両面に転写フィルムを積層させ
る形態、即ち、カードコア４４の両面に転写フィルムの画像部を転写する形態を説明した
が、これに限られず、カードコア保持ホルダー４３の片面に転写フィルムを積層させる形
態であってもよい。この形態の場合、カードコア保持ホルダー４３に配設する粘着層４３
Ｃは、転写フィルムを積層させる面側のみに設ければよい。
【００６１】
　以下、上記各実施形態において、用いられる転写フィルム（転写体）、カードコア（基
材）について説明する。
【００６２】
－転写フィルム（転写体）－
　転写フィルムは、画像形成対象であるカードコア（基材）の厚みが厚いため、市販の一
般的な厚み（８０μｍ以上２５４μｍ以下程度）を有する用紙を利用して画像を形成する
ように設計された一般的な画像形成装置により画像を形成することができない。このため
、カードコア以外の部材に画像を形成した後、これをカードコアに転写する目的で転写フ
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ィルムが用いられる。
【００６３】
　転写フィルムは、例えば、基体（ベース層）とこの基体の少なくとも片面に設けられた
画像保持層とを有するものであり、基体表面に、必要に応じて１層以上の中間層と画像保
持層とをこの順に積層した構成であってもよい。また、画像は、画像保持層に形成される
。この転写フィルムとしては、画像のみを転写するタイプと、転写フィルムを構成する部
材の少なくとも一部と共に画像を転写するタイプの転写フィルムとが挙げられる。
　すなわち、画像のみを転写するタイプ転写フィルムは、画像保持層が少なくとも離型性
材料を含有するものであり、この転写フィルムを用いた転写工程は、画像のみが転写フィ
ルムからカードコアへと転写することにより行われる。
【００６４】
　また、画像保持層に形成される画像は公知の記録方式により形成されたものであれば特
に限定されないが、画像保持層表面の離型性に優れることから、画像保持層表面に固体状
の画像形成材料を付与する方法により形成された画像であることが好ましく、特に電子写
真法により形成された画像であることが好ましい。
【００６５】
　これに対して、転写フィルムを構成する部材の少なくとも一部と共に画像を転写するタ
イプの転写フィルムは、画像保持層又は画像保持層側に隣接する１以上の層と、基体又は
基体側に隣接する１以上の層との界面が剥離される構成を有する。この転写フィルムを用
いた転写工程は、画像保持層又は画像保持層側に隣接する１以上の層が転写フィルムから
剥離して、画像と共にカードコアへと転写することにより行われる。
【００６６】
　また、画像保持層に形成される画像は公知の記録方式により形成されたものであれば特
に限定されない。例えば、画像保持層表面に固体状や液体状の画像形成材料を付与する方
法により形成された画像であってもよく、この場合、代表的には、電子写真法やインクジ
ェット記録法により形成された画像が挙げられる。さらに、画像保持層が、熱や光などの
外部刺激の付与によって変色又は発色する機能を有する場合には、外部刺激の付与により
画像保持層表面を変色又は発色させることにより形成された画像であってもよく、この場
合、代表的には、感光記録法や感熱記録法、感光感熱記録法により形成された画像が挙げ
られる。
【００６７】
　なお、上述した２つのタイプの転写フィルムとしては、電子写真法によりその表面に画
像を形成した後、プラスチックのシートなどの他の部材に当該画像を転写するために用い
るものが知られており、これら公知の転写フィルムを利用することができる。
【００６８】
　また、転写フィルムのサイズは特に限定されるものではないが、電子写真法やインクジ
ェット法など、公知の画像形成方法を利用した市販の画像形成装置での画像の形成に利用
できるＡ４やＡ３などの定型サイズであることが好適である。
【００６９】
　また、転写フィルム表面への画像の形成は、保持体に保持されたカードコア表面の画像
を設けたい領域に対応するように実施される。この際、転写フィルムと保持体に保持され
たカードコアとの位置合わせが容易にできるように、カードコアの輪郭線や、カードコア
の輪郭より一回り外側を示す線、カードコアの輪郭より一回り外側の枠の４隅を示すマー
クなどが、カードコア表面に転写されることになる画像部分と共に転写フィルム表面に形
成されていることが望ましい。
【００７０】
　以下、上記２つのタイプに分けて、実施形態に用いられる好適な転写フィルムについて
、転写フィルム表面に設けられる画像が一例として電子写真法により形成されたものであ
ることを前提としてより詳細に説明する。
【００７１】
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－画像のみを転写するタイプの転写フィルム－
　このタイプの転写フィルムは、画像保持層には離型性材料が含まれているため、トナー
などの画像形成材料をカードコアに良好に転写できる。
　離型性材料は、転写フィルムにおいて画像形成材料を一旦定着し固定化すると共に、カ
ードコアと加熱圧着されたときには上記画像形成材料を離型する画像保持層に用いられる
ものである。したがって、離型性材料としては、電子写真において画像形成材料として一
般的に使用されるトナーに対して密着性と、離型性とを有することが望ましい。
【００７２】
　上述の離型性材料としては、特に制限されないが、シリコーン系ハードコート材料が利
用できる。このシリコーン系ハードコート材料には、シラン系組成物を含む縮合物樹脂や
、このシラン系組成物を含む縮合物樹脂とコロイダルシリカ分散液との混合物からなる材
料が含まれていてもよい。
【００７３】
　画像保持層には、離型性材料の他に樹脂が含まれていてもよく、例えばポリエステル樹
脂やスチレンアクリル樹脂が含まれていてもよい。ポリエステル樹脂やスチレンアクリル
樹脂はトナーの結着樹脂として用いられるものであるため、これと同系統の樹脂を画像保
持層に含ませることにより、転写フィルム表面への画像形成材料の定着性を適性に制御す
ることができる。なお、上記ポリエステル樹脂としては、一般的なポリエステル樹脂の他
に、例えば、シリコーン変性ポリエステル樹脂、ウレタン変性ポリエステル樹脂、アクリ
ル変性ポリエステルなどを用いても良い。
【００７４】
　さらにまた、基体との接着性を改善したり、ブロッキング性などを改善するために、従
来の公知の樹脂を必要に応じて混合して、画像保持層を構成する樹脂材料として用いるこ
ともできる。この樹脂材料としては、ポリビニルアセタール樹脂を用いることが好ましい
。
【００７５】
　電子写真装置内での転写フィルムの搬送をより良好なものとするために、画像保持層に
はフィラーが含まれていてもよい。このフィラーの体積平均粒子径としては、０．１μｍ
以上３０μｍ以下であることが好ましいが、画像保持層膜厚を考慮すると、画像保持層膜
厚の１．２倍以上が好ましい。大き過ぎるとフィラーが画像保持層から脱離して、転写フ
ィルム表面が摩耗損傷し易くなり、さらに曇り（ヘイズ度）が増大する場合がある
【００７６】
　フィラーの形状としては、球状粒子が一般的であるが、板状、針状、不定形状であって
もよい。また、フィラーを構成する材料としては公知の樹脂材料や、無機材料が利用でき
る。
【００７７】
　基体としては、特に限定されないが、プラスチックフィルムを代表的に用いることがで
きる。この中でも、ＯＨＰフィルムとして使用できる光透過性のあるフィルムである、ポ
リアセテートフィルム、三酢酸セルローズフィルム、ナイロンフィルム、ポリエステルフ
ィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリサルホンフィルム、ポリスチレンフィルム、ポ
リフェニレンサルファイドフィルム、ポリフェニレンエーテルフィルム、シクロオレフィ
ンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリイミドフィルム、セロハン、ＡＢＳ（アクリ
ロニトリル－ブタジエン－スチレン）樹脂フィルムなどを用いることが好適できる。また
、紙（普通紙、コート紙等）、金属（アルミニウム等）、セラミックス（アルミナ等）も
用いることができる。
【００７８】
　また、画像保持層の厚みは０．１μｍ以上２０μｍ以下程度であるため、転写フィルム
の厚みは基体の厚みによって決定される。このため、基体の厚さは、５０μｍ以上２００
μｍ以下の範囲が好ましく、７５μｍ以上１５０μｍ以下の範囲がより好ましい。厚さが
５０μｍに満たないと、電子写真装置内で搬送不良を招く場合があり、２００μｍを超え
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ると電子写真装置内にてトナー像を転写フィルム表面に移行することが困難になり、転写
不良による画像欠陥が発生する場合がある。
【００７９】
－転写フィルムを構成する部材の少なくとも一部と共に画像を転写するタイプの転写フィ
ルム－
　このタイプの転写フィルムは、基体の同一面上に、画像保持層を含む少なくとも１層の
層が設けられており、これら層の内の少なくとも１層が硬化性樹脂を含有する層であるこ
とが特に好ましい。この場合、この硬化性樹脂を含有する層は、基体、又は基体側に隣接
する層から、剥離可能な層である。
　このように硬化性樹脂を含有する層が、基体又は基体側で隣接する層から剥離すること
により、電子写真法で形成された画像をカードコア上に転写させた場合に、基体又は基体
側に隣接する層から、硬化性樹脂を含有する層が剥離し、カードコア上に転写された画像
を覆い、この画像を保護することとなる。 
【００８０】
　この転写フィルムにおける硬化性樹脂を含有する層と、基体又は硬化性樹脂を含有する
層が基体側に接する層との界面での剥離力は、０．０９８Ｎ／ｃｍ以上４．９０Ｎ／ｃｍ
以下（１０ｇｆ／ｃｍ以上５００ｇｆ／ｃｍ以下）であることが好ましく、０．１９６Ｎ
／ｃｍ以上３．９２Ｎ／ｃｍ以下（２０ｇｆ／ｃｍ以上４００ｇｆ／ｃｍ以下）であるこ
とがより好ましく、０．４９０Ｎ／ｃｍ以上２．４１Ｎ／ｃｍ以下（５０ｇｆ／ｃｍ以上
２５０ｇｆ／ｃｍ以下）であることが更に好ましい。
【００８１】
　剥離力が０．０９８Ｎ／ｃｍ（１０ｇｆ／ｃｍ）未満であると、離型層と硬化性樹脂を
含有する層とが剥がれやすくなり、画像定着時に、電子写真装置の定着器に硬化性樹脂を
含有する層が転移してしまったり、あるいは画像記録体を作製するときに前記硬化性樹脂
を含有する層と、基体又は基体側で隣接する層との界面ですべりを生じ、最終的に画像が
乱れて転移されてしまうことがある。一方、剥離力が４．９０Ｎ／ｃｍ（５００ｇｆ／ｃ
ｍ）を超えてしまうと、部分的に硬化性樹脂を含有する層が基体又は基体側で隣接する層
の表面に残ることがあるため、これが画像記録体表面の欠陥の発生を招いてしまう場合が
ある。
　ここで、剥離力とは、ＪＩＳ規格Ｚ０２３７の粘着力の測定における１８０度引き剥が
し粘着力に準じた測定で行った時の測定値である。 
【００８２】
　また、画像のみを転写するタイプの転写フィルムにおける画像保持層表面などの電気的
特性、基体、画像保持層に用いられるフィラーや各種添加剤については、転写フィルムを
構成する部材の一部と共に画像を転写するタイプの転写フィルムにおいても適用すること
ができる。
【００８３】
－カードコア－
　カードコアを構成する材料としては特に限定されないが、樹脂のほかに、紙、金属、セ
ラミックなども利用できるが、樹脂が最も好適である。樹脂を用いることによりプラスチ
ックシートをカードコアとして用いた画像記録体を得ることができる。
　プラスチックとしては、具体的には、例えばＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、
塩化ビニル、アセテート、三酢酸セルローズ、ナイロン、ポリエステル、ポリカーボネー
ト、ポリスチレン、ポリプロピレンフィルム、ポリイミド、セロハンなどがあり、中でも
ＰＥＴやポリエステルが好ましく用いられる。特に、ＰＥＴのエチレングリコール成分の
半分前後を１，４－シクロへキサンメタノール成分に置き換えた変性ＰＥＴ（ＰＥＴＧ）
や二軸延伸ポリエチレンテレフタレートが好ましい。
【００８４】
　また、プラスチックは、熱硬化性であってもよいが熱可塑性であることがより好適であ
る。さらに、プラスチックは不透明であることが好ましく、白色に着色されていることが
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より好ましい。
【００８５】
　カードコアを構成する材料が、樹脂や紙である場合には、これに顔料や染料などを添加
して着色することもできる。また、カードコアはフィルム状であってもよいが板状である
ことがより好ましく、市販の電子写真用やインクジェット用の記録紙などと異なり、手で
容易に折り曲げることができない程度の剛性を有することが望ましい。
【００８６】
　なお、ＩＣカードや磁気カードとして利用可能な画像記録体を作製するために、カード
コアには、ＩＣメモリ、アンテナ、外部端子等が予め埋め込まれてもよい。また、カード
コアには磁気ストライプやホログラム等が別途印刷されていてもよい。
【００８７】
　なお、上記各実施形態で得られる画像記録体は、キャッシュカード、社員証、学生証、
個人会員証、居住証、各種運転免許証、各種資格取得証明証等に利用され得る。
【実施例】
【００８８】
　以下に、本発明について実施例を挙げて説明するが、本発明は以下の実施例にのみ限定
されるものではない。
【００８９】
（実施例Ａ）
－転写装置－
　転写装置としては、図４に示す転写装置（ラミネート装置）を用いた。
【００９０】
－カードコア－
　画像の形成に用いたカードコアとしては、ＰＥＴＧ（三菱樹脂社製、ディアフィクスＷ
ＨＩ）製で、厚さは８２０μｍ（カードコアＡ）、７６０μｍ（カードコアＢ）、６８０
μｍ（カードコアＣ）と３種類準備し、それぞれを大きさ８５．６ｍｍ×５４ｍｍに予め
打抜き加工されたものを用いた。
【００９１】
－転写フィルム－
　転写フィルムとしては、基体（ベース層）と画像保持層との２層構造のものを用いた。
基体（ベース層）には、ＰＥＴフィルム（ポリエチレンテレフタレートフィルム）の片面
に予め離型処理を施したＡ４サイズのフィルム（厚み：１００μｍ）を用いた。
　画像保持層は、ポリエステル樹脂（バイロン：三菱樹脂製）にマット剤として直径１５
μｍのアクリル樹脂を１５重量％混合したものを用いており、ＰＥＴフィルムの片面に厚
さが１０μｍとなるように形成した。
　上記転写フィルムを、フィルムの画像保持層側の面に富士ゼロックス製ＤｏｃｕＣｏｌ
ｏｒ１２５６ＧＡ（電子写真装置）により、絵柄を、短手方向に等間隔に２つ、長手方向
に等間隔に３つ配列するように左右反転印刷で合計６個形成し、表面に画像を有する転写
体を作製した。
　なお、絵柄は、使用するカードコアに相当するサイズ（８５．６ｍｍ×５４ｍｍ）に形
成されたものである。
【００９２】
－カードコア保持体ホルダー－
　カードコア保持体ホルダーは、Ａ４サイズでカードコア保持体ホルダー本体（ホルダー
の基材）として厚さが０．８ｍｍと０．７２ｍｍ及び０．６６ｍｍの厚紙を用いた。この
厚紙の表裏にそれぞれ、２０μｍのアクリル系接着剤（倉本産業製、以下同様）を塗布し
、総厚としてそれぞれ、０．８４ｍｍ、０．７６ｍｍ、０．７ｍｍのカードコア保持体ホ
ルダーを作製した。このカードコア保持体ホルダーに圧縮率は５％である。
　また、このカードコア保持体ホルダーには、カードコア（８５．６ｍｍ×５４ｍｍ）を
保持するためにカードコアより若干大きな窓穴を６箇所設けており、この窓穴は、上記の
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画像を有する転写フィルムをカードコア保持体ホルダーと位置を合わせて重ね合わせた場
合に、転写フィルムに形成された個々の絵柄の輪郭線が、個々の窓穴（画像記録体を保持
する領域）とに一致するように設けられている。
【００９３】
－カードコアへの画像の転写（形成）－
　カードコアへの画像の転写（形成）は、２枚の表面に画像を有する転写フィルムをカー
ドコアが保持されたカードコア保持体ホルダーが介在するように積層し、転写装置（ラミ
ネート装置）における加熱温度を１２５度、１対の加熱・加圧ロール間の圧力を１Ｎ／ｍ
ｍ２、ベルトの送り速度を５ｍｍ／ｓに設定して実施した。
【００９４】
（実施例Ｂ）
　以下に示すカードコア保持体ホルダーを用いた以外は、実施例Ａと同様にしてカードコ
アに画像を転写（形成）した。
【００９５】
－カードコア保持ホルダー－
　カードコア保持ホルダーは、Ａ４サイズでカードコア保持体ホルダー本体（ホルダーの
基材）として厚さが０．８ｍｍと０．７２ｍｍの厚紙を用いた。この厚紙の表裏にそれぞ
れ、２０μｍのアクリル系接着剤を塗布し、総厚としてそれぞれ、０．８４ｍｍ、０．７
６ｍｍのカードコア保持ホルダーを作製した。このカードコア保持ホルダーの圧縮率は１
０％である。
【００９６】
（実施例Ｃ）
　以下に示すカードコア保持ホルダーを用いた以外は、実施例Ａと同様にしてカードコア
に画像を転写（形成）した。
【００９７】
－カードコア保持ホルダー－
　カードコア保持ホルダーは、Ａ４サイズでカードコア保持体ホルダー本体（ホルダーの
基材）として厚さが０．８ｍｍの厚紙を用いた。この厚紙の表裏に２０μｍのアクリル系
接着剤を塗布し、総厚として０．８４ｍｍのカードコア保持ホルダーを作製した。このカ
ードコア保持ホルダーの圧縮率は２０％である。
【００９８】
（実施例Ｄ）
　以下に示すカードコア保持ホルダーを用いた以外は、実施例Ａと同様にしてカードコア
に画像を転写（形成）した。
【００９９】
－カードコア保持ホルダー－
　カードコア保持ホルダーは、カードコア保持体ホルダー本体（ホルダーの基材）をステ
ンレス板（厚み０．８ｍｍ、０．７２ｍｍ、０．６６ｍｍ）とし、このステンレス板の表
裏にそれぞれ、２０μｍのアクリル系接着剤を塗布し、総厚としてそれぞれ、０．８４ｍ
ｍ、０．７６ｍｍ、０．７ｍｍのカードコア保持ホルダーを作製した。この保持体の圧縮
率は２％である。
【０１００】
（比較例Ｅ）
　以下に示すカードコア保持ホルダーを用いた以外は、実施例Ａと同様にしてカードコア
に画像を転写（形成）した。
【０１０１】
－カードコア保持ホルダー－
　カードコア保持ホルダーは、カードコア保持体ホルダー本体（ホルダーの基材）をステ
ンレス板（厚み０．５ｍｍ、０．４ｍｍ）とし、このステンレス板の表裏にテフロン(登
録商標)テープ（厚み８０μｍ）を貼り付け、総厚としてそれぞれ、０．６６ｍｍ、０．
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５６ｍｍ、のカードコア保持ホルダーを作製した。この保持体の圧縮率は１％である。
　また、この場合はカードコア保持ホルダーと転写フィルムとの仮留めを実施するために
市販の両面テープ（コクヨ製Ｔ－Ｅ２１０、厚み約０．１ｍｍ）を用いた。
【０１０２】
（評価）
　以上の各実施例、比較例により得られたカードコア保持ホルダーの剛性、保持体の加工
性、カードコアへの画像の転写性（カードコア端部周辺欠陥）、及び、画像転写後のゴミ
（画像保持層の転写フィルムからの剥れによるもの）について評価した結果を表１に示す
。
【０１０３】
　なお、表１中に示す剛性、加工性、転写性の評価方法及び評価基準は以下に示す通りで
ある。
【０１０４】
－剛性－
　剛性は、カードコア保持ホルダーにカードコアをセットし、転写フィルムをカードコア
保持ホルダーと一体化させ積層体を構成し、転写装置（ラミネート装置）に挿入する作業
工程で、積層体がその積層構造を維持できるか否かで評価した。
Ａ：カードコア保持ホルダー、カードコア、転写フィルムの積層体がその積層構造を維持
できる。
Ｎ：カードコア保持ホルダー、カードコア、転写フィルムの積層体がその積層構造を維持
できない。
【０１０５】
－加工性－
　加工性は、カードコア保持ホルダーの製造工程において、カードコア保持ホルダーに窓
穴を開ける作業時に、所望の窓穴形状に加工できるか否かを評価した。圧縮率が高くなる
と加工面が潰されて所望の穴形状にならないことがある。
Ａ：カードコア保持ホルダーに問題なく窓穴を開けることができる。
Ｂ：カードコア保持ホルダーに問題なく窓穴を開けることができるが、切断面の潰れによ
りカードコアが窓穴から外れ易くなっている。
Ｎ：カードコア保持ホルダーの切断面が潰れてしまい所望の窓穴を開けられない。
【０１０６】
－転写性－
　転写性は、画像転写されたカードコアに欠陥が発生するか否か、転写フィルムから画像
保持層が剥れてゴミとなるか否かを評価した。
Ａ：カードコアに画像欠陥は無く、画像保持層剥れによるゴミも無い。
Ｎ１：カードコアに画像欠陥が見られる。
Ｎ２：転写フィルムから剥れた画像保持層がカードコア保持ホルダーに接着せずゴミとな
っている。
【０１０７】
（評価結果）
　評価結果は、以下の通りである。
【０１０８】
－実施例Ａ－
　この場合、カードコア保持ホルダーの圧縮率が５％と小さいので、３種類のカードコア
の厚みにあわせて、それぞれ異なる厚みのカードコア保持ホルダーを準備する必要があっ
たが、剛性、加工性、転写性とも問題無く使用可能であるという結果であった。
【０１０９】
－実施例Ｂ－
　この場合、カードコア保持ホルダーの圧縮率が１０％となっており、３種類のカードコ
アの厚みにあわせて、異なる厚みのカードコア保持ホルダーを２種類準備した。これによ
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り、剛性、加工性、転写性とも問題無く使用可能であるという結果であった。２種類のカ
ードコア保持ホルダーを準備すれば全てのカードコアに対応できることが確認できた。
【０１１０】
－実施例Ｃ－
　この場合、カードコア保持ホルダーの圧縮率が２０％となっており、３種類のカードコ
アの厚みにあわせて、カードコア保持ホルダーは１種類のみでよく、全てのカードコアに
対し、剛性、加工性、転写性とも問題無く使用可能であるという結果であった。
【０１１１】
－実施例Ｄ－
　この場合、カードコア保持ホルダーの圧縮率が２％と低く、３種類のカードコアに対し
、カードコアの画像欠陥、画像保持層の剥れによるゴミ発生という問題が生じた。また、
カードコア保持ホルダーの圧縮率２％では１０種類以上の厚みのカードコア保持ホルダー
を準備、運用する必要があり、実質的には実現は困難である。
【０１１２】
－比較例Ｅ－
　この場合、カードコア保持ホルダーの圧縮率が１％と低く、２種類のカードコアに対し
、カードコアの画像欠陥、画像保持層の剥れによるゴミ発生という問題が生じた。また、
両面テープを用いる必要があることから、ゴミの原因となるカードコアに積層される領域
以外の転写フィルムの画像部又はその画像保持層が必ずゴミとして発生する問題が確認さ
れた。
【０１１３】
　以下、評価結果を一覧にして示す。
【０１１４】



(17) JP 5176796 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

【表１】

【０１１５】
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　上記結果から、本実施例では、比較例に比べ、適用できるカードコア厚み幅が広く、剛
性、加工性、転写性に優れることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【０１１６】
【図１】実施形態に係る画像形成装置を示す概略構成図である。
【図２】実施形態に係る丁合い装置における丁合い部を示す概略上面図である。
【図３】実施形態に係る丁合い装置における丁合い部を示す概略側面図である。
【図４】実施形態に係る丁合い装置の丁合い部における積層工程を示す工程図である。
【図５】実施形態に係る転写装置（ラミネート装置）を示す概略構成図である。
【図６】実施形態に係るカードコア保持ホルダー（転写フィルムとの積層状態）を示す平
面図である。
【図７】図６のＡ－Ａ断面図であり、（Ａ）は非加圧時を示し、（Ｂ）は加圧時を示す。
【図８】実施形態に係るカードコア保持ホルダーの厚みの違いによる作用を説明するため
の模式図であり、（Ａ）はカードコア保持ホルダーがカードコアよりも厚みが厚い場合の
例を示し、（Ｂ）はカードコア保持ホルダーがカードコアよりも厚みが薄い場合の例を示
す。
【符号の説明】
【０１１７】
１０   画像記録体の作製装置
２０   丁合い装置
３０   転写装置
３１   ベルト
３２   テンションロール
３３   冷却ロール
３４   加熱加圧ロール
３５   インレットロール
３６   テンションバネ
３７   冷却ファン
３９   冷却板
４１   裏面転写フィルム
４１Ａ 裏面転写フィルム収納部
４２Ｂ 搬送路
４２   表面転写フィルム
４２Ａ 表面転写フィルム収納部
４３   カードコア保持ホルダー
４３Ａ 窓穴
４３Ｂ 保持ホルダー本体
４３Ｃ 粘着層
４４   カードコア
４６   箱状部材
５０   丁合い部
５２   基準壁
５２，５３    基準壁
５４，５５    規制部材
５６   加圧部材
５７   搬送ローラ
６１   画像部
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